令和7年9月19日
ご利用者様及びご家族様　各位
医療法人渡辺会
介護老人保健施設おおあらい
施設長　青木　洋平
食品の持ち込み・面会時間延長のお知らせ
平素より当施設運営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。ご利用者様及びご家族様よりご要望の多かった件に関し、10月14日（火）面会時より食品の持ち込みを可能とし、面会時間を30分間に延長いたします。なお、持ち込んだ際の面会は各階中央棟談話室をご利用ください。つきましては、下記についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
持ち込みに関するご注意
・持ち込みは面会時のみといたします。面会中に食べきれる量をお持ち込みいただき、余ったものはお持ち帰りください。万が一、置いて行かれたものについては、賞味（消費）期限に関わらず処分をさせていただくとともに、改善ができない場合、今後の持ち込みを禁止させていただきます。
・賞味（消費）期限の表示されたものを、未開封の状態でご持参ください。
・持ち込みの際は、必ず職員にお知らせください。食事制限や、噛んだり飲み込んだりすることに支障のある場合など、お身体の状態によって、ご提供できないことがございます。
・持ち込みの飲食物を、他ご利用者様に差し上げることはお止めください。
・持ち込みの飲食物による体調不良に関しては、当施設では責任を負いません。

お持ち込み可能なもの
・市販のお惣菜、缶詰食品（缶切りが不要なもの）
・市販の個包装のお菓子（ゼリー、プリンなど。ただし、こんにゃくゼリーは不可です）
・市販のカットフルーツ、手で皮がむけるバナナやみかんなど
・飲料類（酒類を除く）

お持ち込み出来ないもの
・餅、団子類、大福、ういろう、飴・タブレット類、ナッツ類などの窒息リスクの高いもの
・刺身、寿司、生卵、牡蠣など食中毒の危険性が高いもの
・手作りのもの（お惣菜、お菓子）
・自宅のタッパー等に移したもの(市販のものでも移した場合は不可です)
・調理やカットの必要性のあるもの　（衛生管理上、持ち込んだ食品を厨房や施設フロアで調理したりカットしたりすることができません。冷凍食品を含みます）　
